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１ 自転車対策協議会の役割について 

  自転車の放置防止対策を推進するため、春日部市自転車対策協議会を設置す

るものです。 

  また、市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定及び変更その他自転車の放置

防止対策に関する事項を協議するものです。 

 

２ 放置自転車対策の取組状況について 

 （１）自転車駐車場・仮設自転車置場の設置 

   有料の自転車駐車場１か所、無料の自転車駐車場・仮設自転車置場を８か

所設置し、良好な交通環境の保持に努めています。（北春日部駅・豊春駅・藤

の牛島駅を除く） 

 

 

 （２）放置禁止区域看板等の設置 

   条例で定められている自転車放置禁止区域を周知するため、駅周辺に標識

や看板等を設置しています。また自転車が常習的に放置されるスペースには、

サインキューブを追加で設置しており、物理的かつ視覚的に自転車の放置を

防止するもので、一定の効果をあげています。 
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自転車放置禁止区域看板設置リスト 

 

 

（３）駅周辺での自転車誘導整理員による警告札の貼付け 

   市内８駅周辺に自転車誘導整理員を配置して、自転車を放置しようとして

いる自転車利用者に注意を呼びかけ、自転車駐車場等へ誘導するとともに、

設置駅 設置個所数 設置駅 設置個所数

春日部駅 32か所 北春日部駅 10か所

藤の牛島駅 12か所 豊春駅 20か所

一ノ割駅 19か所 南桜井駅 10か所

武里駅 7か所 せんげん台駅 13か所

八木崎駅 8か所 合　　　計 131か所
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放置自転車への警告札の貼付け、自転車駐車場等の利用促進、放置自転車の

整理等を行っています。これらの業務は、週３回（祝日と１２月２９日から

１月３日の間を除く）通勤通学者の多い時間帯（概ね午前７時から９時まで

の間）に行っています。 

   また、無料自転車駐車場においても長期間放置されている自転車の調査を

行い、駐車スペースの確保、適切な管理に努めています。 
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（４）放置自転車の撤去 

   放置禁止区域内に放置されている自転車を随時撤去しています。撤去した

自転車は、放置自転車集積所で保管し、返還の際には撤去手数料として、 

  ３，０００円徴収しています。 

また、放置自転車が多い春日部駅西口エリアでは、撤去を集中的に実施し

た結果、１回あたりの撤去台数が令和５年度の９．４３台から令和６年度は

７．２５台に減少（２３．１％減少）し、放置自転車の減少効果がありまし

た。また、市内全域の１回あたりの撤去台数においても令和５年度の３．２

８台から令和６年度は２．２３台に減少（３２％減少）したことから、今後も

継続して実施していきたいと考えております。 
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３ 令和６年度事業内容について 

 （１）放置禁止区域看板等の維持管理について 

   放置禁止区域に設置している警告看板の中で、劣化・破損している看板に

ついて補修及び付け替えを実施しています。 

   令和６年度は、北春日部駅、一ノ割駅、豊春駅周辺に設置のものを各駅１

基ずつ合計３基修繕する予定です。 

 

 （２）駅周辺での自転車誘導整理員の配置について 

   市内８駅周辺に自転車誘導整理員を配置し、自転車駐車場等の利用促進、

放置自転車への警告札の貼付け、整理等を行いました。 

   また、令和６年度は、春日部駅西口自転車駐車場が令和６年３月末に閉鎖

したことを踏まえ、春日部駅西口の自転車誘導整理員の就業日を、令和６年

４月から令和６年６月まで週３回から週４回に増やし、自転車が放置されな

いように努めました。 

   さらに、市民への意識づけを図るため、令和６年度は、「７月、１１月、３

月」に市内各８駅にて、「毎週日曜日」にも自転車誘導整理員を配置し、放置

自転車防止の取組を実施しました。また、分析の結果、約９割が通勤・通学

者となりました。 

 

 （３）放置自転車の撤去 

   放置自転車一斉撤去を令和６年１２月末までに１６日間行い、計３００台

の自転車を撤去しました。 

   また、令和６年度は、市民への意識づけを図るため、日曜日も一斉撤去を

実施し、７月２８日、１０月２０日、１１月１０日に実施しました。特に中

間報告（１０月１０日）後に実施した一斉撤去では、撤去台数が１日あたり

３０台を超える結果となりました。令和６年１２月末時点で日曜日の撤去台

数は９３台となり、日曜日における一斉撤去は市民への意識づけを図る有効

手段となり得る結果となりました。 
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 （４）自転車利用者のマナー啓発 

   広報かすかべ令和６年８月号では、自転車利用者のマナー啓発のための記

事を掲載したほか、令和６年１０月号では、首都圏放置自転車クリーンキャ

ンペーンの実施について掲載しました。 

   また、春日部駅中央第１・２自転車駐車場の利用者に対して、自転車駐輪

場の適正利用、自転車放置禁止に関する啓発活動を令和６年９月１２日、１

９日、２０日に行いました。 
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 ◆啓発活動の様子 
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４ 令和７年度事業計画（案）について 

 （１）放置禁止区域看板等の維持管理について 

   劣化・破損している看板については補修及び付け替えをしてまいります。 

 

 （２）駅周辺での自転車誘導整理員の配置 

   引き続き、市内８駅周辺に自転車誘導整理員を配置し、自転車駐車場等の  

利用促進、放置自転車への警告札の貼付け、整理等を行ってまいります。 

   また、市民への意識づけを図るため、令和７年度も日曜日にも自転車誘導

整理員を配置するよう事業者と協議してまいります。 

 

 （３）放置自転車の撤去 

   随時放置自転車の撤去を実施しておりますが、いまだ放置自転車が見受け

られます。駅前周辺の歩道や広場の放置自転車は、街の景観を損ねるだけで

なく、歩行障害や緊急車両の活動妨害など深刻な事態を招く要因となること

から、引き続き撤去を実施してまいります。 

   また、市民への意識づけを図るため、令和７年度も日曜日における一斉撤

去を継続して実施してまいります。 

 

 （４）自転車利用者のマナー啓発 

   放置自転車問題には、自転車利用者のモラル低下が要因にあることから、

「広報かすかべ」への啓発記事の掲載、市内各駅や自転車駐車場内でのポス

ター掲示等を行い、自転車利用者のモラル向上を促進してまいります。 
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参考 自転車放置禁止区域 
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